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令和２年12月７日（月曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

農政水産部、環境森林部

１．農業分野における人材の育成・確保につ

いて

２．漁業分野における人材の育成・確保につ

いて

３．林業分野における人材の育成・確保につ

いて

○協議事項

１．提言について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 満 行 潤 一

副 委 員 長 佐 藤 雅 洋

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 一 則

委 員 濵 砂 守

委 員 山 下 博 三

委 員 二 見 康 之

委 員 武 田 浩 一

委 員 田 口 雄 二

委 員 重 松 幸次郎

委 員 有 岡 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

農政水産部次長
河 野 譲 二

（ 総 括 ）

農政水産部次長
牛 谷 良 夫

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
外 山 秀 樹

（ 水 産 担 当 ）

農業経営支援課長 東 洋一郎

農業担い手対策室長 戸 髙 久 吉

漁 村 振 興 課 長 坂 本 龍 一

環境森林部

森 林 経 営 課 長 橘 木 秀 利

山村･木材振興課長 有 山 隆 史

林業技術センター所長 濱 砂 正 則

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 内 田 祥 太

政策調査課主査 菊 地 潤 一

○満行委員長 それでは、ただいまから持続可

能な地域づくり対策特別委員会を開会いたしま

す。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）を御覧ください。

本日は、農政水産部及び環境森林部から、農

・林・漁業の各分野における人材育成・確保に

ついて御説明いただきます。

その後、報告書に係る提言及び次回委員会に

ついて御協議いただきたいと思いますが、この

ように執り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

令和２年12月７日（月曜日）
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午前10時２分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

本日は、農政水産部及び環境森林部においで

いただきました。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手

元に配付の出席者配席表に替えさせていただき

ます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○大久津農政水産部長 おはようございます。

農政水産部の大久津でございます。本日はよろ

しくお願いいたします。座って説明させていた

だきます。

まず、高病原性鳥インフルエンザの発生につ

きましては、日向市、都農町、都城市と相次い

で発生いたしまして、県議会の皆様にも大変御

心配をおかけしたところでございますけれども、

関係機関等との緊密な連携及び御協力によりま

して、全ての防疫措置が完了したところでござ

います。

現在は、搬出制限、移動制限区域内で出荷が

出来ない鳥たちの特例協議を国と順次進めてお

りまして、影響を少しでも減らすというふうな

手続を進めているところでございます。これ以

上発生を拡大させないためにも今後とも関係者

一丸となりまして、最大限の警戒と防疫の徹底

を続けてまいりますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、本日の特別委員会について説明さ

せていただきますが、現在、農政水産部及び環

境森林部におきましては、各分野ごとに令和３

年度から10年間を計画期間といたしました長期

計画の策定作業を進めております。

各計画におきましては、重要施策の一丁目一

番地は担い手や多様な人材の育成確保であると

考えております。

現在、コロナ禍におきまして、県民の皆様、

事業者の皆様方の暮らしや経済活動の影響が懸

念される状況ではございますけれども、一方で

はＵＩＪターンやテレワーク等、地方回帰への

関心の高まり等も見られており、現在のコロナ

禍のピンチをチャンスと捉えまして、持続可能

な地域づくりのための担い手の育成確保にしっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。

委員の皆様におかれましても引き続き御指導の

ほどよろしくお願いいたします。

それでは、お配りしております資料をおめく

りいただきまして、目次を御覧いただきたいと

思います。本日は目次にありますとおり、農業

・漁業・林業各分野における人材の育成確保に

ついて御説明をさせていただきます。詳細につ

きましては、担当課室長から御説明いたします。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○戸髙農業担い手対策室長 農業担い手対策室

でございます。

特別委員会資料の１ページをお開きください。

農業分野における人材の育成・確保について

御説明いたします。

１の新規就農者の状況であります。

表１でございますが、本県の新規就農者数は

増加傾向が続き、３年連続で400人を超え、令和

元年度は418人で平成以降最多となっておりま

す。

平成元年度の418人のうち自営就農が184人

で44％、法人等への雇用就農が234人で56％を占

めております。

表２の地域別内訳では中部地域や児湯地域へ

の就農者が多く、山間地域への就農者が少ない

状況にあります。
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表３の年齢別では、40歳未満が287人で69％を

占めております。

次に、２の新規就農者確保・育成の取組であ

ります。

（１）の就農促進の取組につきまして、①の

就農相談の対応では、県内外の就農相談会等に

おいて、毎年約1,000件の就農相談に対応してお

り、その内容は、就農支援データベースに登録

され、関係機関で共有することで、切れ目ない

支援に活用しているところです。

また、今年度は、コロナ禍で県外での対面の

就農相談などが難しい状況にあり、これに対応

しまして、テレビ会議システムを活用した就農

相談会等を開催しておりまして、雇用就農や研

修の実施につながっているところでございます。

②につきましては、昨年、株式会社マイナビ

との連携協定を締結しており、同社のフリーペ

ーパー「Ａｇｒｉプラス」の創刊号、これは全72

ページ中37ページで本県の特集を掲載いただい

たり、同社主催の就農相談会で本県の特設エリ

アを設置していただくなど、連携を進めており、

相談会を通じて現在２名が就農研修等を行って

いるところでございます。

③の県内の農業法人でのお試し就農につきま

しては、本県独自の政策としまして、平成27年

からお試し就農の取組を開始し、そのうち約６

割が雇用継続や自営就農につながっているとこ

ろです。

また、今年はコロナ禍での対応としまして、

参加者枠を例年の40人から80人に拡大して実施

しておりまして、現在、110名の参加希望があり、

そのうち70名がお試し就農に参加をしていると

いう状況でございます。

２ページを御覧ください。

（２）の技術習得・研修の実施についてです。

①の就農トレーニング施設等での農業研修に

つきましては、耕種部門では、県立農業大学校

内にあります、みやざき農業実践塾やＪＡ等に

よる就農研修施設等13か所で現在38人が実践研

修を実施しております。

また、畜産部門では、ＪＡ等の肥育センター

等の畜産関連施設におきまして、飼養管理技術

が研修できる体制を整備し、現在9名が研修中で

ございます。

②の農業大学校では、本年度から先進技術を

学べる場として、みやざきアグリビジネス創生

塾と位置づけ、先進技術を学習できる環境づく

りに取り組んでいるところでございます。

次に、（３）の就農支援・人材育成につきまし

て、①の就農支援では、国の事業を活用し年間

最大150万円の研修や営農開始のための資金交付

や、県の事業の対象にならない農家子弟等に対

しましては、本県独自の事業として市町村と連

携し、経営開始資金を交付しています。

このこともあり、令和元年度は、後継者の自

営就農が前年に比べて22名増加しているという

状況でございます。

また、新規就農者の初期投資の軽減や早期の

経営安定を図るため、離農農家等の施設や栽培

技術などの経営資源を承継するための事業にも

令和元年度から取り組んでおり、２年間で21件

の経営資源が新規就農者に引き継がれておりま

す。

また、②みやざき次世代農業リーダー養成塾

を平成27年度から開講しておりまして、第一線

で活躍する農業経営者の講義等による経営者や

リーダーとしての心構えやスキルを学習してお

り、これまでの５期で77名が卒塾し県内でネッ

トワークを築くなど、本県農業を牽引する人材

として活躍いただいているところでございます。



- 4 -

令和２年12月７日（月曜日）

次に、３の具体的な事例としまして、（１）の

農業大学校生の就職状況では、卒業生の約６割

が就農しており、約８割が県内に就職している

状況です。

また、就農以外の卒業生の大半も農業団体や

食品産業などの農業関連に就職しており、本県

の農業・食品産業の発展に貢献をしているとこ

ろでございます。

（２）地域づくりに取り組む担い手の事例で

す。

まず、①の事例は、就農相談等を通じて、平

成30年に夫婦で移住し、川南でピーマン栽培を

先進農家から２年間学び、今年度就農しており

ます。その後、町のＳＡＰ学習会の再開や少年

サッカーチームの指導を務めるなど地域づくり

にも貢献いただいているところです。

②は、Ｕターン就農の事例です。

民間企業を経て、父親の設立した農業法人に

兄弟で就農し、面積の拡大や生産性の向上など、

新しい農業経営を実践するとともに、雇用環境

の改善等にも強く取り組み、安定した雇用の確

保も実現している事例を挙げております。

以上、資料で新規就農者の確保・育成につい

て説明させていただきましたが、県では新規就

農者に加えまして、外国人材の活用や農福連携、

さらにはダブルワークなどの短期就農者のマッ

チングなど、雇用労働力の確保や多様な人材の

確保にも併せて取り組んでおりまして、農業生

産を担う総合的な人材の確保の観点から担い手

対策に取り組んでまいりたいと考えております。

説明は以上です。

○坂本漁村振興課長 漁村振興課でございます。

特別委員会資料の３ページをお開きください。

漁業分野における人材の育成・確保について

御説明いたします。

まず、１、新規就業者の状況についてです。

表１の合計欄にありますとおり、近年の新規

就業者数は、平均50名程度となっており、内訳

といたしましては、法人経営体への雇用就業が

９割を占めております。

右側の表２を御覧ください。令和元年の地域

別内訳では、南那珂地域での就業が約７割を占

めております。

右側の表の３の年齢別内訳では、40歳未満が77

％、一方、60歳以上は９％となっております。

次に、２、新規就業者確保・育成の取組でご

ざいます。

（１）就業希望者の確保の取組につきまして

は、就業相談・研修等の一元的な窓口となって

いる公益社団法人宮崎県漁村活性化推進機構が

県立高等水産研修所内に就業相談員を配置いた

しまして、年間約80件の電話やメールでの相談

に対応しております。

また、東京都で開催されます漁業就業支援フェ

アで、就業希望者との面談を行い、マッチング

による円滑な就業を支援しているところでござ

います。

次に、（２）技術習得・研修の実施につきまし

ては、①人材育成の研修といたしまして、希望

者のニーズに合った就業を支援するため、実際

の漁業を体験する１週間程度の短期研修を実施

しております。今年度はコロナ禍への対応とい

たしまして、参加者枠を例年の２倍の10名に拡

大して取り組んでいるところです。

また、漁業を行いながら指導を受け、実践的

な技術の習得を図る１か月程度の中期研修を創

設し、即戦力となる人材の確保に取り組んでお

ります。

次に、②スマート水産業に対応した研修環境

の充実では、高性能魚探や長距離ソナーなどの
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最新の機器を搭載した実習船の整備や、熟練漁

業者の漁場選択などの経験をＩＣＴ等技術を活

用して見える化する技術伝承アプリを開発中で

ございます。これらの活用により研修者の技術

習得の早期化を図り、着業後の経営の安定化を

目指すこととしております。

４ページにお移りください。

（３）就業支援・人材育成についてでござい

ます。

①の就業支援交付金につきましては、市町と

連携いたしまして、国事業の対象とならない親

元就業予定の高等水産研修所の研修生に準備資

金を交付するとともに、自営独立就業者及び親

元就業者に対して、経営開始初期の安定対策を

目的とした資金を交付しております。今年度は

延岡市、門川町、宮崎市、串間市の４市町７名

の新規就業予定者に経営開始資金を交付する見

込みとなっております。

②の就業時の初期投資軽減支援策といたしま

して、漁船・漁具等などの初期投資の負担を軽

減し、スムーズな定着を促進するため、中古の

経営資源を円滑に承継する仕組みづくりに取組

んでおります。リタイアする漁業者の中古漁船

情報の収集発信や漁具、養殖資材などの導入を

支援しているところでございます。

③の地域漁業担い手確保・育成協議会による

支援では、４地域で県・市町・漁協などの関係

者で組織する地域担い手確保・育成協議会を設

置し、漁業者自らが地域の実態に合った担い手

対策や漁労技術向上等の意見交換を行うなど地

域ぐるみで担い手育成する活動を支援しており

ます。

最後に、３の具体的な事例を御覧ください。

（１）県立高等水産研修所の修業生の就業状

況ですが、表４にありますとおり、高等水産研

修所の修業生は、ほとんどが県内の雇用型漁業

に就業し、本県水産業を支えております。就業

先としては、多くの乗組員を要します、かつお、

まぐろ漁業へが中心となっております。

次に、（２）地域づくりに取り組む担い手の事

例を二つ御紹介いたします。

まず、①異業種から参入し、地域漁業者の育

成に貢献している事例でございます。

地元会社員から転職し、浮漁礁での操業を中

心としたひき縄漁業に着業し、独自に鮮度保持

や漁具の改良などを行った結果、年間1,000万円

を水揚げする優良漁業者となりました。近年は、

地域担い手協議会にありますひき縄部会で、若

手の漁業者に自分の漁具の作り方や操業方法を

伝授するなど、漁協の枠を超えて地域の担い手

育成に積極的に取組んでおられます。

次に、②Ｉターンで漁業に就業し、地域活性

化に貢献している事例でございます。

県外のＩＴ企業からＩターンで小型底引き網

漁業に着業し、その後、小型定置網やカキ養殖

など漁業の多角化に取り組むとともに、自身で

養殖したカキを提供するカキ小屋を開設しまし

た。週末は行列が出来るほど大変な盛況ぶりと

なっております。さらに、県内外の若者を漁業

やカキ小屋で雇用するなど、地元活性化の原動

力ともなっております。

当課からの説明は以上でございます。

○有山山村・木材振興課長 続きまして、林業

分野における人材の育成・確保について、環境

森林部から御説明いたします。

５ページをお開きください。

初めに、１、林業の新規就業者の状況でござ

いますが、令和元年度の本県の新規就業者は211

人で、前年度に比べ48人増加しており、就業先

別では民間事業体が80％を占めております。ま
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た、地域別では東臼杵、児湯、南那珂地区への

就業者が多く、年齢別では40歳未満が60％を占

める一方で、60歳以上が11％を占めております。

なお、その一方で、毎年度、高齢化等により

退職者もいますことから、就業者の総数はなか

なか増えていない現状であります。

そこで、２、林業の新規就業者確保・育成の

取組でございますが、（１）就業促進の取組とし

ては、県内外における就業相談会の開催や都市

部での移住相談会への参加、ＳＮＳと連動した

林業を紹介するホームページの運営、新規就業

した若者の活躍ぶりを掲載したパンフレットの

作成・配付を行っているところでございます。

また、林業の求職・求人の相談窓口を林業労

働機械化センター内に設置しておりまして、林

業の就業希望者の裾野拡大を図る取組を行って

いるところであります。

次に、（２）みやざき林業大学校の取組といた

しましては、昨年４月に開校したみやざき林業

大学校の長期課程では、林業就業に必要な資格

取得や現場実習など、即戦力となる新規就業者

を育成しております。

また、研修期間中に安心して研修に専念して

いただけるよう、研修終了後少なくとも２年間

は林業分野に就業していただくことを条件にし

まして、国の緑の青年就業準備給付金や、森林

環境譲与税を活用して、年間141万9,000円を上

限といたしまして、就業準備給付金を給付して

いるところであります。

次に、（３）魅力ある就労環境の整備では、林

業事業体に対しまして、休憩施設付自動車や仮

設トイレなど、福利厚生施設の導入支援や、空

調服など施業の軽労化につながる資機材の導入

支援のほか、労働災害防止のための安全教育の

励行や、安全性を高める資機材の導入支援、社

会保険等への加入促進、また、若年就業者を継

続雇用する事業体への助成など、安心して就業

できる職場環境づくりを推進しております。

次に、６ページを御覧ください。

３、特用林産分野での就業促進の取組ですが、

しいたけ生産につきましては、令和元年度から

原木しいたけ生産に興味を持つ方を対象にしま

して、林業技術センター等で基礎研修を実施し

ておりますほか、備長炭の生産につきましても

就業前研修を実施しております。また、新規就

業者の定着促進のため、年間最大150万円の就業

準備給付金の給付や、就業開始直後の新規就業

者に対する経営開始給付金の給付などの取組に

より、山村地域の定住化促進や特用林産の担い

手の育成・確保を図っているところでございま

す。

次に、４、具体的な事例といたしまして、初

めに（１）みやざき林業大学校長期課程研修生

の就業等の状況でございますが、研修期間中は、

地元美郷町の御田祭や師走祭りなどに参加する

など地域と積極的に交流しまして、昨年度はＵ

Ｉターン者４名を含む長期課程第１期生21名全

員が、表４にありますように、森林組合等の団

体へ10名、民間林業事業体へ７名など、県内の

林業分野に就業しておりまして、本県の林業木

材産業の将来や地域活性化を担う人材として期

待されているところでございます。

次に、（２）地域づくりに取り組む担い手の事

例を二つ紹介させていただきます。

一つ目の事例は、東京から地元の五ヶ瀬町に

Ｕターンし、父親の会社で約20年間林業に従事

した後、９年前に経営を引き継ぎ、職場環境の

改善や労働条件の整備など、働きがいのある職

場づくりの実践に加えて、林業研究グループの

一員として、小・中学校への木育の実施などに
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よりまして、地域に貢献されている取組であり

ます。

二つ目の事例は、県外、福岡の飲食業から美

郷町の地域おこし協力隊を経て、備長炭生産に

就業され、原木の伐採・搬出を自ら行うなど、

持続可能な備長炭生産に取り組みながら、生産

した炭を直販サイトを開設しまして関東関西を

中心に広く出荷することによりまして、日向備

長炭の認知度向上に貢献されている取組であり

ます。

以上が農政水産部、環境森林部からの説明に

なります。

○満行委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら、御発言をお

願いいたします。

○田口委員 農業と漁業分野で、どちらも今年

度はコロナ禍への対応として、研修などの参加

者枠を例年の２倍に増やしていますが、現在の

研修者の定員といいますか、何人ぐらい来てい

るのか、それぞれ教えてください。

○戸髙農業担い手対策室長 農業分野でござい

ます。

今年は、お試し就農といいまして、３か月程

度、企業等で就農の研修等を行いまして、その

後、継続して雇用就農や自営就農に結びつくと

いう施策を打っておりまして、このお試し就農

につきましては、例年40人の予定でやっており

ますが、今年はコロナ対策ということで40名追

加して80名の枠で行っております。現在、この

お試し就農に参加したいという希望者が110名お

ります。実際、お試し就農を行っている方が現

在70名でございまして、今からまだハウス等の

農繁期が来ますので、この110名の方をマッチン

グして実際に体験される方を増やしていきたい

というふうに考えております。

○坂本漁村振興課長 漁業におきましては、３

ページにありますが、短期研修につきましては、

例年５人の枠を２倍の10人に拡大しております。

１週間程度の漁業体験研修でございますが、既

に実績といたしましては３人が実施しており、

うち県外からの研修者が２名であります。また、

お一人は本日から研修を開始しております。あ

と残り２人を予定しておりますが、その２人は

大阪の方でして、時期をちょっと今調整中とい

うことになっております。

また、１か月程度の中期研修につきましては、

本年５人の枠を設定いたしました。実績といた

しましては、既に２名実施しておりまして、今

後３名を予定しておりますので、５名の枠全部

対応する予定でございます。お一人につきまし

ては明日から対応するということになっており

ます。

○田口委員 いろんな意味での農業等々が最近

見直されてきているのかなと─昨日の朝の

がっちりマンデー！！というテレビ番組でも、

ネギ農家になったというものが出たりしており

ました。

ただ、その中で非常に心配なのが、特に林業

と農業は事故が多いですよね。新聞を見ていま

しても、いつも何か倒木で亡くなったとかそう

いうのがありますけれども、安全対策について

はどのように指導してらっしゃるのか。

○戸髙農業担い手対策室長 農業分野につきま

しては、トラクターの事故が多いんですけれど

も、トラクターにつきましては牽引の免許等に

つきまして、農業大学校で試験を受けるコース

がございまして、そのコースで民間の方も含め

て試験を受ける体制をとっております。

今年は、ちょっとコロナの関係で枠が少なかっ

たんですけれども、例年60名ほど試験を受けら
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れている状況でございます。

○有山山村・木材振興課長 林業におきまして

も、倒木、木の伐倒に伴う災害とか、あと傾斜

地の林道を走る際に材の搬出に伴う転落、そう

いったものが多い状況にございまして、重大災

害が起きるたびに事業体にそういった事例の周

知を図っているところであります。また、今年

ちょっとコロナ禍で規模を縮小してやらざるを

得なかったんですけれども、新たな安全研修と

いうことで、新しいＩＣＴ機器─山間部はＷ

ｉ―Ｆｉなどの通信環境が整ってない状況にご

ざいますので、特殊な通信機器を用いて伐倒時

に安全対策を講じれるような─自分で事故を

起こすのではなくて、他の作業員に対して伐倒

した木が当たって被災するというようなことも

ございますので、そういった時にヘルメットに

振動を与えてお知らせする、事故が自分に起き

た時にもその衝撃で自動的に他の作業者に対し

てもお知らせをしてくれる、そういった通信機

械を用いた研修の機会を設けまして、その利活

用についても検討を促すことで類似災害の防止

に努めてまいりたいと考えております。

○田口委員 いろいろとハイテクで安全対策も

されているのが分かりました。せっかく林業や

農業に入っていただく、漁業にも入っていただ

く方が増えているようですので、ぜひ安全対策

も徹底していただきたいと思います。ありがと

うございました。

○山下委員 我々は持続可能な地域づくりとい

う特別委員会を今年から作って、その辺等につ

いてはもう御理解いただいているだろうと思う

んですが、１番の新規就農者の状況です。新規

就農も平成26年からは大分増加傾向で、これは

もうありがたいことなんですが、されど県全体

を見た時に、やっぱり農村社会の疲弊というの

は、もう御案内のとおりだろうと思います。

先般も新聞報道で、10年前と比べて農村人口、

農家経営体というのがかなりの勢いで減少して

いるという実態が出ておりました。今、新規就

農で自営に向けた人、そして企業、法人等に参

入する人と、いろいろあるだろうと思うんです

が、県の政策も法人等に対する農地の集積といっ

たように、事業は集約してきているだろうと思

うんです。ただ、農村社会を見る時に、夫婦で、

親子でやる、家族経営体の人たちは農村社会の

不利益条件地域─法人経営、土地利用型の人

たちは割と条件のいい所だけを耕作していく状

況が─そうでないともう生産性が合わないで

すからね。されど家族経営体の人たちが農村社

会において、狭い農地の管理とか、水路管理か

ら何から担っていかないといけないんですが、

そういう人たちの農業に対する魅力、これも何

らかの形でやっぱり示していかないと。条件の

いい所は農業振興が継続できるだろうと思うん

ですが、それ以外の家族経営体の位置づけ、そ

の辺りの支援策ですよ、何かやっぱり一番大事

だろうと思うんですが、考えておられれば教え

てください。

○戸髙農業担い手対策室長 新規就農者につき

ましては資料にもありますとおり、やはり地域

別も含めて、海岸線、中部、児湯地域が多く山

間部が少ないという状況で、そこはやはり大き

な法人とか、露地栽培にしても、大規模な農業

ができない部分が、地域においてはなかなか新

規就農が少ないというような状況にございます。

そういった地域ではやはり収益を上げるような

経営モデルというのを示しながら、就農者を確

保することも必要ですし、周年で農業での収益

がなかなか難しいところにつきましては、例え

ば地域の作物と加工を併せて周年の雇用、収入
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が確保できるような対策でありますとか、農業

以外の産業と連携した周年での収入確保─今、

総務省の特定地域づくり事業協同組合の事業等

もございますので、そういったところも含めて

山間地域等については対応していく必要があろ

うというふうに考えております。

また、やはり家族農業でも規模の拡大であり

ますとか、効率的な農業をするという観点では、

やはり基盤の整備も必要でございますし、雇用

も含めて、今家族農業でも雇用というところが

必要になってきておりますので、その雇用の確

保─ただ、周年ではなく、農繁期の雇用が欲

しいという方もいらっしゃいますので、そういっ

たところと農繁期だけ働きたい方とのマッチン

グとかいう施策も今進めているところで、総合

的にそのような対策を進めながら、農業経営が

発展していけるような形でやっていきたいとい

うふうに考えているところです。

○山下委員 言っていることは分かるんですが、

私が言いたいのは、担い手が経営を、しっかり

と家族を養ってやっていこうとしたら、それな

りの所得がないといけない。だけど、条件不利

益地ですよ、農村社会に入れば入るほど農地と

して使えない所、荒廃地がどんどん増えてくる。

私はその辺も無理して新規就農とか、地域の農

業者に、ここを何とかしてくれと言ってもでき

ないと思うんです。

それで、農村社会の在り方について、どうし

ても耕作できないような所は農地から何らかの

形で用途変更をやって山に戻していくのか、何

かそういう対策も今から講じていかないと─

中山間の例えば県北は別として、我々の平場の

中でも─県北は県北なりの対策を講じていか

ないといけないんでしょうけれども、全体的に

見た時に、農地として残しておく必要性がある

のかなあというところはどんどん増えてきてい

ると思うんです。そこにやっぱり若者、今から

担い手を入れた農業経営体をやらせるっていう

ことは非常に困難だろうと思うんです。だから、

その辺のこともしっかりと見直しをしていくべ

きじゃないかなということを特に感じておりま

す。

それと、もう一点です。２の中の③県内の農

業法人のお試し就農なんですが、かなり人気が

あって、かなりの人たちがお試しに参加されて

いるみたいですが、年齢層はどうなっているん

ですか。

○戸髙農業担い手対策室長 平均年齢は38歳で

すけれども、実際は15歳から60代まで幅広い年

齢で来ております。やはり中間層の40代前後が

多いということで、38歳が平均年齢になってい

ます。

○山下委員 分かりました。これは、１年間な

んですか。

○戸髙農業担い手対策室長 これは最大で３か

月のお試し就農になっております。その後、お

試し就農した法人等とマッチングできればその

まま雇用就農をしたり、自ら農業を学んで自営

就農をされるという方が約６割、今までの実績

でいらっしゃるということです。

○山下委員 分かりました。その３か月の給与

というのは、事業主が払うの。

○戸髙農業担い手対策室長 この３か月の事業

期間中は、時間給の半分につきましては事業の

中で支援をすることにしております。研修とい

うことで事業主が半分という事業になっており

ます。

○山下委員 分かりました。

それといいですか。もうちょっと教えてくだ

さい。大きな３番の具体的な事例という中で、
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農業大学校生の就職状況なんですが、令和元年

度の65名の中で就農が40名と出ているんですよ。

非常に自営就農が多くなっているんだなと思う

んですが、この40名の中の営農体系というのは

今どうなっていますか。

○戸髙農業担い手対策室長 令和元年度の就農

につきまして、自営就農と雇用就農が合計で40

名ございまして、そのうち自営就農が12名ござ

います。その中で肉用牛専攻の方が５名、酪農

専攻の方が２名とそのほかの耕種の部分が５名、

合計12名の方が自営就農、農業大学校の自営就

農ということです。

○山下委員 40名の中は12名が自営ですね。

○戸髙農業担い手対策室長 はい。

○山下委員 分かりました。

あとは法人就農ということでよろしいですね。

○戸髙農業担い手対策室長 はい。27名プラス

研修後の就農が１名いらっしゃいますので、合

計40名のうち27名が法人と、もう一回研修を受

けて就農したいという方が１人ということです。

○山下委員 じゃあ、農業団体とか関連産業関

係は、ＪＡとか農機具関係のメーカーとか薬剤

メーカー、そういうところになるのかな。

○戸髙農業担い手対策室長 農業団体等が農協

等の就職、それと農業機械メーカーでありまし

たり、花卉の卸売でございましたり、食品製造

販売業というところに就職をしているという状

況です。

○山下委員 分かりました。ありがとうござい

ました。

もう最後にしたいと思うんですが、大枠とし

て、農業経営者の皆さん方を見た時に、大型経

営の法人等については働き方改革を取り入れて、

土日を休みにしようとか、そういう動きも出て

きているんですが、皆さん方が新規就農、若者

へ農業の魅力を伝える時に、やっぱり働き方改

革が今社会でどんどん叫ばれていますので、農

業分野で皆さん方が示せる働き方改革、ゆとり

ある働き方でしょうか、その辺の位置づけにつ

いて行政での考え方があればちょっとお聞かせ

ください。

○戸髙農業担い手対策室長 働き方につきまし

ては、普及センター等でいろいろな研修を行っ

ております。一つは、２ページにございます、

みやざき次世代農業リーダー養成塾の中で、先

進的な農業経営の研修を行っているところです。

自営者につきましてはそういう研修を行ってお

りますし、雇用就農、法人等につきましても、

やはり雇用するための心構えでありますとか経

営者の考えというところも含めて研修等を行っ

ているところでございます。

○山下委員 来年度から第八次長期計画を出さ

れますけれども、私はこれはもう避けて通れな

いと思うんです。一つには皆様方が長期計画の

中で、各品目ごと、経営体ごとの農家所得の目

標数値も出してくるだろうと思うんですが。

だけど、やっぱり働き方改革の中での安定し

た農業所得の在り方、これも構想として入れて

おかないと、若い人たちに魅力を発信する時に、

もう何を言ったって、一般企業に就職するのも

何日休みがありますかとか、残業があるんです

かとか、給与じゃなくて休みを要求してくるっ

ていうことですから。農業というのは天候です

るものだから、我々の時代は夜を徹してでも働

くのが当たり前だったんですが、やっぱり大型

経営になって法人経営を成り立たせていこうと

すれば、働き方改革も農業分野に示した上での

経営安定を考えていかないといけないのかなと

思うんです。その辺のこともしっかりと組り入

れる形を考えていただくとありがたいと思いま
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す。

○大久津農政水産部長 委員おっしゃるとおり、

農業分野での重労働、３Ｋと言われますけれど

も、そういったところの改革ということで、従

来から一番はやっぱり物流、収穫作業とか、こ

ういったものの時間が束縛されるということで、

おととしから、もう４日目販売という形で物流

の時間を抑制しました。それによって、農家さ

んでも収穫作業を前日とか当日いっぱいやらな

いといけなかったのが、その拘束時間が平均的

に、集荷場に持っていく時間が割と楽になった

ということであります。もう一つはやはり説明

もありましたように、家族労働でも雇用がない

と─家族でも今は介護とかいろんな形で人を

取られて、家族の労働者も少なくなっていくと。

やっぱりその中で、しっかり短期でも雇用でき

るような形というのを今支援をしております。

そういった形の中で、基本的には今回の働き

方改革についても委員おっしゃるとおり、法人

だけではなく個別の形態についても一つ一つ経

営指針というかモデルを作りまして、このぐら

いの労働時間でこれぐらいの所得があるという

ものをしっかり示さないといけないという指摘

が委員会でもございまして、そういったものも

今作成して委員会のほうでも御説明させていた

だいています。

こういったところで、やはり従来の３Ｋを払

拭するような形で、新たにＩＣＴなり機械化体

系なりいろんな形の工夫も取り入れながら、で

きるだけ投下労働力を抑えた形の中で収益性が

上がる、こういったシステム作りを─特に畜

産とか施設園芸、それから露地野菜、こういっ

た物は可能な限りそういったことが組めますの

で、そういったところをしっかり第八次の長期

計画の中でやっていきたいと思っております。

○武田委員 山下委員の質疑で大分理解が出来

たところなんですが、農林水産業分野は余り得

意とする分野ではないのですが、県全体として、

新規就業に対してしっかりと取り組まれてきた

ことは、数字を見ればよく理解ができるところ

です。

その中で、全体として今後の農林水産業分野

を見ていく上で、今の農林水産業の人口、就業

されている方、辞められる方も含めて、どれく

らい現在の県の計画からすると不足をしている

のか。今後まだまだ不足なのかをちょっと３分

野でお聞きしたいんですけれども。

○有山山村・木材振興課長 林業分野から御説

明いたします。

林業では、一番直近の国勢調査が平成27年で

ございまして、その時の県内の林業就業者

が2,222人でございます。それを現在の素材生産

の伐採量の規模をこなしていくかというような

─現在の第八次長期計画ではそのような検討

を行っていまして、スマート林業を進める一方

で、今の林業従事者を同程度、2,000名程度、10

年先も、退職でリタイアしていく者とか、新規

就業で毎年150名程度就業させていくということ

を目標にしまして、2,000名程度と置いて就業促

進の取組を図っていくと。

先ほど委員からの御指摘がありましたけれど

も、働き方改革は林業分野でも課題になってお

りまして、林業のほうでは、自分の持っている

森林を伐採して収入を得るということは少なく

て、山を購入して立木を伐採するとか、あと伐

採を受託して作業をするというような法人形態

が多くなっています。それが約８割でございま

すので、その形態の経営力を上げていかないと

いけないと。なかなか働く環境の基礎整備が出

来ていなかったりしますので、社内ルールとか
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就業規則とか、そういったところからも取り組

まない事業体も多くございます。また、最初に

田口委員から御指摘いただきました労働安全確

保の問題、こういったところも非常に課題とし

ております。また、能力に応じた賃金制度、日

給制が多くなっていますが、月給制に変えてい

くにはある程度の事業規模を確保していただく

ために、今進めております森林経営管理制度で

事業量を確保しながら、経営力の向上というも

のに努めながら、就業者の確保・育成にも努め

ていきたいと考えております。

○戸髙農業担い手対策室長 農業分野につきま

しては、センサス等の状況から見て、農業生産

人口につきましては、平成27年度が５万3,000人

でございましたのが、令和２年度が４万1,000人

ということで、５年間で１万2,000人ほど減少し

ている状況にございます。

このような中で、県は、次期長期計画につき

ましては、去年が418名の新規就農者で、近年、

大体400名ですが、500名の新規就農者を確保し

ていこうという計画にしております。そのうち

自営就農につきましては現在180名程度です

が、50名増やしていこうという計画にしている

ところでございます。

これまでの農業人口の推移を見ますと、10年

ぐらい前までは、70代があまり減らずに若い世

代が減ってきたということでございましたけれ

ども、今回のセンサスでは70代も減少傾向が出

てきているという状況にございます。

一方で、49歳以下は、以前は減りが大きかっ

たんですけれども、現在は減り幅は少なくなっ

てきているということですので、若い世代の新

規就農者を確保することによって、50代以下の

人数を維持していくという目標で考えておりま

す。

○坂本漁村振興課長 漁業分野です。

漁業の就業者数は、平成30年のセンサス

で2,202人ということになっております。５年前

が2,677名でございましたので、17.7％減少とい

うことになっております。

長期計画におきましては、現在の趨勢値によ

りますともう10年後には1,500人ほどになるとい

う中で、様々な施策の展開により1,700名を、200

名の底上げを計画しているところでございます。

経営体数につきましても、平成30年が950経営

体でございますけれども、趨勢トレンドにより

ますと、もう590経営体になるということで、こ

れも経営体の育成を図りながら、660経営体を維

持するという目標としているところでございま

す。

○武田委員 ありがとうございました。近年の

林業環境は安定していて、価格も安定して来て

いたので就業者も傾向としてはいいのかなと。

農業と漁業に関しては、今の就業者数をもう少

しずつ増やしていかないとなかなか厳しいのか

なというのが分かりました。

それで、この３分野で新規就業者確保に県で

取り組まれていますよね。農業分野も就農相談

対応とか、マイナビとの連携協定に基づく相談

とか、こういう県が中心となって新規就業者を

掘り起こしてきたと。ここ５年間ぐらいでだん

だん、安定して増えてきている実績があるんで

すが、自分で帰ってきた人と別で、この県の施

策で結果として全体の何％くらいが就業してい

るんでしょうか。ざっくりでいいです。２割程

度とか３割とか。せっかく県が一生懸命頑張っ

ている計画が─これがうまくいかないと、来

年度以降、10％なのか20％なのか新規就業者を

増やしていかないといけないですよね。計画を

達成するためには、今までのやり方が正しけれ
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ばそれをしっかりとやっていけばいいし、もし

これでなかなか結果が出ていないんであればま

た違うやり方を考えないといけないと思うんで

すよ。そこをちょっとお聞きしたいんです。ざっ

くり分かりますか。

○戸髙農業担い手対策室長 新規就農者確保の

対策としましては、最初の相談から研修、そし

て就農に直結するような施策というのがあるん

ですけれども、特にＵＩＪターンの方々につき

ましては、ほとんどがやはり最初の相談業務と

いうのは県の施策と市町村等と連携してやって

いるということになっています。その中で必要

な方々については研修であったり就農支援とい

うところでやっているという状況にあるという

ふうに考えております。

○大久津農政水産部長 すみません、室長がお

答えしましたけれども、基本的には平場につい

ては冒頭の新規就農者、400名のうち中部とか、

児湯とか、こういう条件のいい所はもう確実に

そういう施策展開でみんな集まってきます。山

間部でいかに確保していくかということが大き

な課題でございます。そういったところでは、

やっぱり県だけではなくて、市町村も一緒になっ

て─一つはやはり山間部でも経営ができ、営

農ができるというところでいきますと畜産の繁

殖、肥育経営、施設園芸、それとブロイラー、

こういったもの─特殊な分野にはなりますけ

れども、土地は小さくても集約的な形である程

度経営が成り立つし、所得もある、こういった

ものをモデルとしてしっかり─県外なり、ま

た雇用、新規の就農者なりを呼び込むにはそう

いったモデルで生活できるスタイルをしっかり

山間部でも作って呼び込まないと無理だろうと

思っています。

それと、もう一つは、やはり一年中、新規就

農者が山間部で営農できるかといったら難しい

ということで、先ほどありましたように特定地

域事業協同組合ということで、夏場とか冬場に

得意な分野の農業をしながら、空いている時間

ではその地域の他の分野の仕事をやらせていた

だいて、１年間就農者も仕事があり、お金を稼

げるといった半農半Ｘ的なことも一方では工夫

していかないと、専業経営以外の分野は、今か

らの時代ではそういった組み合わせもやらない

と新しい呼び込みはできないだろうということ

で、今県北辺りでは首長さん辺りもそういった

事業協同組合を作っていこうというような動き

もございます。そういった形で新たな人材を確

保していく、そういったところを今後は強化を

していきたいなというふうに思っております。

○武田委員 ありがとうございました。こうやっ

て特別委員会の中で就業者数が各部門で出てき

ているので、これをしっかりと精査されて、実

際やるのは市町村であったりとか、各農協さん

であったり、農家の方々に落とし込まんといけ

ないんですけれども、どこがどう足りないのか

いうところをしっかりと、人数を細分化していっ

て、その中で、今こういう傾向だから、各市町

村の皆さん、農業関係の担当職員の皆さんとか

農協関係の職員さんに、県のほうが数字を出し

て、しっかりとこういうふうに行ったらどうで

すかと。実際にやられるのは現場の方々ですが、

方向性っていうか、やっぱり実際の数字─入

り口として商談会等々で入って、まず興味を持

たれて、宮崎で農業をしようかと、漁業しよう

か、林業しようかっていう方が入ってこられて、

そこからまた各市町村であったりとか、自分の

地縁血縁とか知人も頼って入ってきている方も

いらっしゃるので、先ほど私が聞いた何パーセ

ントかというのは、はっきり答えられないかも
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しれませんけれども、どういう傾向かをしっか

りと地域の皆様に伝えていただくのが、また、

検討して計画立てていただくのが県の務めだと

思っていますので、よろしくお願いします。

○佐藤副委員長 いろいろ説明をいただきまし

てありがとうございます。やはり農林漁業で人

材の育成・確保というのは非常に課題でありま

すが、その中で先ほど田口委員からあった労働

安全の件、それから山下委員からは条件不利な

所の話がありましたけれども、やはりそういう

ところを一つ一つ改善していく必要があると思

うんです。その中で特に、やはり自然が相手で

ありますので人命を優先するという立場に立っ

た時に、船、これは漁業とは直接は違いますけ

れども、船の座礁の報道がありましたよね。そ

して、林業等ではやはり林道での転落─若者

が運転していたフォワーダーが林道で転落した。

また、農業では田畑に出入りしようとしていた

トラクターの高齢者が、トラクターで転倒して

亡くなったと。こういうものがもうよく新聞に

出ますよね。こういうのがなくならないと、何

ぼ人材入れてもどんどん減っていくわけです。

さらに技術を持った人たちが伝えることもでき

ない、息子に農業のことを教える前に、息子た

ちが帰ってくる前に田んぼでトラクターを入れ

よったらひっくり返って死んだというようなこ

とがよくあります。そういうことがないように

するには、例えば田んぼであれば出入口の改善

とかにちゃんと目が向けられているのか、昔の

まま50年前のままの田んぼの入り口じゃあトラ

クターを入れようと思っても特殊な技術がない

と入れ切れないとかですよ。林業でも林道等を

作らせるけれども、じゃあその林道が下は硬い

のかと。ヨーロッパの林道の造り方の話はある

けれども、日本の林道は、冬場は雪が降る、梅

雨時期は雨が降るから、下は軟らかくてヨーロッ

パのような地層ではないわけですよね。そうい

う軟い所で道幅だけは確保しても上らない、ぬ

かった、転倒したと。さらにはカーブがきつく

て機械が回らないと。そういうこともあると思

うんですよ。そういうところの改善対策はしっ

かり今までもやられてきているのか、現場をしっ

かり確認されて、そういう改善を今後やってい

くことができるのか。

さらには、条件不利と言うけれども、その中

には昔は日当たりがよかったが周りの木が伸び

て日が当たらなくなって、日照時間が少ないか

ら作物を作れないという所も多々あるわけです

よね。そういう所も木を切るとか、そういう現

場の確認等をしながら─これは自分が持ち主

ならいいけれども、他の人が持っている木だっ

たらなかなか言って切ってもらえないというよ

うな相談もよく受けます。そういう現場での一

つ一つの改善が今後できるのか。また、そこを

やらなければ今の問題というのは改善されない

と思うんですけれども、いかがでしょうか。

○東農業経営支援課長 今委員がおっしゃった

安全性の面なんですけれども、若干、質問の趣

旨と違う部分があるかもしませんが、県ではＧ

ＡＰを今進めておりまして、ＧＡＰの中でそう

いった危険箇所のチェックだとか、そういった

ものを一つ一つ項目に挙げて事故が起きない、

事前に起きないようにする対策をとるというよ

うなことをやっております。

そのＧＡＰに取り組んでいないところもかな

りございますが、今言われた安全性の面につい

ては非常に重要でございますので、そういった

ところについては、なるべく危険箇所の改善を

図られるように、県としてはＧＡＰを進めなが

らやっていきたいというふうに考えております
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し、あとは実際の現場で普及センターなどが、

農家指導に入ります。そういった中で、危険な

部分があればいろいろな指導をしていく場合も

あると思いますので、その指導の中で改善を図っ

ていければというふうに考えております。

○佐藤副委員長 田んぼや畑、平地はある程度

いいんです、もう大きな機械入りますよね。と

ころが急傾斜地の田んぼというのは昔の人が

やっと斜面に作った田んぼですが、その出入口

というのを改善するような施策が今までありま

すか。途中の入り口までの道路をコンクリート

でしましょうとかいうのは中山間部でいろいろ

やっていますけれども、実際に入る時に横転し

た、出る時に横転したというような事故がよく

ありますよね。トラクターが横転しました、亡

くなりました。結構な高齢者の方がですね。そ

ういう出入口の話が今まであったのかどうか、

どうですか。

○牛谷農政水産部次長（農政担当） 出入口の

改善だけというのはきっとなかったんじゃない

かというふうに思っていまして、複数の基盤を

整備する時にはそういう取組は当然されてきて

いると思いますけれども、なかなか山間部では

そういうものは難しいというふうに思っていま

す。

現在そういう大規模な基盤整備だけではなく

て、小さい事業でも改善できる、例えば排水改

善だったりとか、２枚を１枚にするとか、３枚

を１枚にするとか、そういう畦畔除去だったり

とか、そういうものもできますので、そういう

ものであればもしかすると一緒に出来るかもし

れません。ただ、本日その担当が来ておりませ

んので、これが出来ますという御返事はちょっ

と出来ないんですけれども、そういうものが出

来る可能性というのは当然あるというふうには

考えています。

○佐藤副委員長 そこを一回、再度点検してい

ただいて、見直していただいきたい。田んぼで

１シーズンに１人ずつ亡くなっていたら、もう

これは大変なことなので。事故が起きるのは大

概出入りなんですよ。狭い田んぼの出入りで事

故を起こすというようなことがありますので、

そこをよろしくお願いします。

○井本委員 私は農業やら漁業やら第一次産業

はよく分からないんだけれども、第一次も第二

次も第三次でもそうだけれども、国やら県なん

かが支援をする場合は、基本的に公共性がない

と支援できないのは昔からそういうスタンスで

したよね。大分そのスタンスがやっぱり変わり

つつありますので、例えば新規就業者であれば、

どんな新規就業者でも金を出すということに

なっているんでしょうか。

農業の場合は確かに環境とか、それから林業

も環境に公共性があるなという感じは分かる。

漁業なんかが環境というとちょっとピンと来な

いんですよね。だから、何か公的なものがあっ

て、やっぱりお金を出すというふうなのが大分

揺らいできているのかなと。例えばこの頃、後

継者問題の時に金を出すというのがあるでしょ

う。あれも後継者だったらどこでも出すのかと、

公共性がないのに出すのかと、こういうふうな

感じが私はするんだけど、今大分その辺が変わ

りつつあるんでしょうか。

○牛谷農政水産部次長（農政担当） 私のほう

からでいいですか。公的な立場というか公共性

という部分と、あと食料自給、国民の食料の確

保という観点から言った時に全て輸入に頼って

いいのかというところがございますので、当然

その分についてはしっかりと自国の物は自国で

可能な限り確保するような取組をしていかない
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といけないというところがありますので、その

部分で当然、農業─林業もですけれども、林

業は山を守っていただくことが海を守るという

ことにつながるというふうに伺っていますので、

その全体の中でやはり漁業者についてもそうい

う意味合いがあるのではないかというふうに

思っております。

○井本委員 ということは、公共性がほとんど

崩れてしまっとると考えていいわけですか。部

長、どう思う。

○大久津農政水産部長 公共性といいますか、

今次長が申し上げましたように、国土保全とか

食料自給率とか、そういった国民の安全保障的

な立場の中でやっぱり一次産業というのは国内

で大事な産業だという位置づけで、委員がおっ

しゃったように、最初に走るのは農業のほうか

らで、例えば新規就農の150万円の確保にしても、

予算的な確保とか体系的に出来るのか農業が

やって、その後に林業とか水産というところが

やっぱり同じ一次産業レベルということで、後

追い的な形で今そういった政策は大事だという

ことでやらせていただいています。

ただ、ほかの分野、商工業とかがどうかとい

うと、そちらについては基本的に就業支援とい

う形で直接的な、１年間にこれだけの所得を確

保するための部分的な支援をするとか、そういっ

たものはないと思います。その辺については、

やっぱり国のほうも一次産業分野の人材という

のがかなり減ってきておりますし、特に地域格

差というか山間部とか条件の悪い所ほど減って

いますので、こういった所もしっかりやりたい

という均衡性も持った形の施策ということで、

国のほうが支援をしていただいているのを、県

としてはそれをうまく使って誘導しているとい

うのが状況でございます。

○井本委員 分かりました。大体分かりました。

ただ、今言う商業なんかの場合ですよ、やっ

ぱり今、後継者を育てるのに金出すじゃないで

すか。ああいうのは公共性があるのかなあと、

こういう仕事を確保するためにやったら、どこ

まで話が広がっていくかなというような。どう

もその辺が私も感覚として公共性というのが全

部こうえらくゆったりし始めたのかな、曖昧に

なってきたのかなという感覚があるもんだから

ね。さっきも安全管理、小さな道でもやれと、

自分とこの入り口も何もかもやれと言われたら、

昔は自分でやるのが普通だという発想だったん

だけれども、何でもかんでもともかくそういう

公共的なものと私的なものとの区別がだんだん

なくなっているのかなあという感じを受けるも

んだから、一つちょっと質問したところでした。

○濵砂委員 すみません、先ほどの県内の農業

従事者、平成27年度は５万3,000人で、林業

は2,200人だったっけ。というのが隣の人がよく

本を読め、本を読めと言うもんですから、今私

スマート農業の本をもう今度５冊目なんです。

今最新版を読んでいるんですけども、日本全国

で農業人口が、1970年で1,000万人、1990年で500

万人、2020年代には200万人になる。2030年代に

は100万人になると。そういうようなことからこ

の数字を見た時に、農業人口が平成27年度が５

万3,000人、それに林業が2,200人ですね。そう

すると５万5,000人ぐらいになるんですが、これ

は農業者と林業者は別々に分けているんですか、

どうなんですか。農業者、農林業者、農業と林

業をしている人は農業者に入っている、林業と

農業をやっている人は林業者に入っているとか

いうことじゃないんですか。どうですか。

○牛谷農政水産部次長（農政担当） センサス

の中では、農業者と林業者は別々に出てまいり

令和２年12月７日（月曜日）
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ます。

○濵砂委員 じゃあ、今でも宮崎県の農業者は

令和２年度４万1,000人でしたか、林業が2,000

人ですから、まあ４万3,000人ぐらいは現在でも

おられるということは、全国平均からするとか

なり農業者、林業者のウエイトが高いというこ

とですよね。これで将来、2030年を見込んだ時

に100万人台になるということで、これが本当か

どうかは分からないですよ。宮崎県の農林業人

口というのはそれぞれどのくらいの計画を建て

られていますか。

何で聞くかというと、今の農地から３倍、４

倍の農地を管理していかなきゃいかんというこ

となんですよ。それがスマート農法なんです。

それをどのように計画されているのかなと思っ

たもんですから。

○戸髙農業担い手対策室長 今後の農業生産人

口の目標計画につきましては、令和２年度が先

ほどの４万1,800人でございます。このまま減る

ということになると約10年間で１万人減る。３

万1,500人となりますけれども、各施策で令和12

年の目標を３万6,700人で持っています。

○濵砂委員 細かい数字はいいんですが、いわ

ゆる全国的な平均、全国ベースをとって将来の

令和30年度代は100万人になるというので、単純

に考えると宮崎県は１％で１万人ですよ。これ

をこういう計画、例えば３万人台とかいう計画

だが、実際に出来上がっていくのだろうかと思

うんですよ。

だから、将来に向ける計画というのがどうい

うものを基準に宮崎県は策定をされていかれる

のかなというちょっと疑問があるもんですから、

その辺を聞いておきたいんです。

○戸髙農業担い手対策室長 やはり今後も農業

生産人口は減っていくということは間違いない

ことでございます。その中で本県の農業生産を

いかに維持していくかということにつきまして

は、やはり効率化を進めていくというところは

１点ございまして、先ほど言われましたとおり、

新しいスマート農業等の導入によりまして、減っ

た中でも生産性を維持していくというところが

一つあると思います。

それと、やはり高齢の農家の方が多くなって

まいりますので、出来るだけ農業をやっていた

だくということで、やっぱりサポート体制です

ね、機械等については、そういった機械を持っ

ている方々がサポートするとか、そういったと

ころで地域でのサポート体制というのも必要に

なってくるというふうに考えています。

それとやはり生産基盤の整備というところも

効率化に向けては重要になってくると思います

ので、そういった人が減る中でも効率化等を進

めていくということが必要になるというふうに

考えております。

○大久津農政水産部長 ちょっと補足させてい

ただきますけれども、日本全体の農業で考える

と、やっぱり東日本というのは米作地帯が中心

になろうかと。そういう中で基盤、面積は大き

いんですけれども、そのかわり農業人口もすご

く多くございます。宮崎の農業産出額は５番目

と言っていますが、これは畜産とか施設園芸の

集約的な農業をやっているおかげで、農地の面

積とか農業人口というのは大体25番から30番前

後ということで、位置づけ的には人口は減って

おります。

その中で集約的にやってきたんですけれども、

今後については６万ヘクタール以上の農地がご

ざいますので、これをしっかり放棄しないでや

るためには、やはり水田の米作だけじゃなくて、

多様な水田営農ということで水田をしっかり守
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ることと、やはり露地園芸、こういったものが

委員がおっしゃったようにスマート農業、機械

で体系によって大規模化することによって、そ

ういった形で宮崎の農業は守っていく。

あと、畜産とか施設園芸については、今の集

約的な農業の中でＩＣＴとか環境制御、こういっ

たことを使うことでもっと効率性、生産性は上

がっていくだろうということで、農家経営体数

は減りますけれども、人口そのものは法人経営

体とか雇用者、こういったものをしっかり増や

して確保した中で宮崎の農業は維持していくし、

守っていくというような目標を立てております

ので、そういう方向で動くのかなというふうに

思っております。

○濵砂委員 最後ですけれども、日本は列島で

すから北海道から沖縄までそれぞれ気候も違う

し地形も違いますよね。そのような中で農業が

営んでこられているんですが、これも歴史的に

分かるんですけども。言われるように、じゃあ、

宮崎県の将来の農業をどのような形態で作り上

げていくかという─畜産が半分以上占め

て、3,300億円ぐらいの半分以上はもう畜産です

からね。施設園芸等で含まれているというよう

な状態の中で、じゃあ、宮崎県の今の農業の計

画がこのとおり３万人台、10年後に３万人も維

持できるかと、ちょっとこう分からんかったも

んですから、そういう話をしたんですけれども。

例えば、最近はよく県北に行く機会が多くて、

高千穂とか五ヶ瀬、日之影に行くんですが、非

常に棚田がきれいなんです。これも農業、これ

も自然だから、これは当然残していかにゃいか

んという、日本の歴史的な棚田ですからね。も

ともと山だったのを日本人が開墾して、この農

業土木のすばらしさというのも日本しかないん

ですよ。そういうものの中で培われてきた農業、

それと実際、生産性を上げるための農業、土地

や環境を守るための農業、この辺をうまく組分

けをして将来のものに計画を作っていくべき

じゃないかなと。将来を何か欲張った目で見ら

んで、純粋に人間の数がどうなっていくかとい

うのはやっぱり示していく必要もあるんじゃな

いかなと思うので、目標は高いほうがいいんで

しょうけど、実際にならない、出来ないものを

計画として組んでいくのは─出来るのかもし

れません、出来るのかもしれませんが、どうも

そういうのが全体に、農政だけじゃなくてほか

のものも全てにそう見えるもんですから、どう

かなという気持ちでお伺いをいたしました。何

かあれば。

○大久津農政水産部長 委員おっしゃるとおり、

今後の担い手構造の展望ということで言います

と、私どもはそこはしっかり大事なことかなと

思っています。

今、宮崎県の農業をどこが守っているかとい

うと、基本的には生産面とか生産額でいうと農

業法人とか、やっぱり販売の雇用をやっている

人たちが宮崎の農業の主体になっております。

ただ、一方では、山間部とか棚田とかおっしゃ

いましたが、いろんなことを守っているのは自

給的農家、結局もう販売をしなくても一年中自

分たちで食べながら、販売はしないけれども農

業を営まれている、こういった自給的農家がお

られるのも当然だと思います。そういうところ

と宮崎の農業を今から、これからもそうなんで

すけれども、国も一緒ですけれども、農業をしっ

かり産業としてやるためにはどうするかという

─法人とか種苗農家、こういった販売農家を

どうしていくかということと、山間部は先ほど

言いましたように特定の分野についてはしっか

り農業として産業施策をやりますけれども、そ
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れ以外については地域政策としてしっかり、そ

この国土保全的またはそういったものを守って

いく、田畑を守っていく対策とか、集落を守る

時にはどうしていくのか。そういった両面で政

策をしっかりやらないと、多分平場と山間部の

格差というのはもっとつくだろうということで、

これは国のほうも去年の基本法の中で示されま

したし、県の中でもそういったところは産業政

策と地域政策の両輪でしっかり対応していくと

いうことが私どもの方向性でございますので、

そこはしっかり今後もやっていきたいなという

ふうには思っております。

○中野委員 先ほどから非常に非の打ちどころ

のないような政策で、人材が確保、育成されて

いると思いました。また、部長が熱弁をされま

した。まあ一口で言えば宮崎県の中山間地域・

漁村は持続可能な地域づくりが可能だと、そん

なふうに我々は思っちょってもいいわけですね。

新しい長期計画が来年度からスタートしますが、

そういうことも織り込まれての計画が令和３年

からスタートするんです。そして、国勢調査農

業センサスの結果もおいおい出てくるだろうと

思いますけれども、そういうことも捉えて計画

もされているというふうに我々は理解しておっ

ていいわけですか。

○大久津農政水産部長 この長期計画について

は10年の長期のビジョンと、具体的には５年間

を具体的にどう実行していくかという基本的な

計画の中で成り立って、３月末の議会のほうで

御審議いただくことになりますが、来年度以降

は毎年その成果を検証してまいります。実績で

数字を出しますし、その弱いところについては、

じゃあ次の年度どうするべきかということはま

た予算の中で反映していく。また、これを各委

員会、議会のほうでも御議論いただきながら、

そういう形で立てた数字が絵に描いた餅になら

ないように、また本当に災害とかいろんな形で

毎年状況変化がございますので、そういった中

で今私どもが目標としているしっかりした目標

数値を確実にするためには、毎年度その状況変

化にも応じて、また議会のほうとも御相談しな

がら、そして不十分なところについては予算と

いうところでしっかり対策を打ちながら、計画

がしっかり達成できるように頑張りたいと思い

ますので、また御支援、御指導をいただければ

と思います。

○中野委員 担い手が育成されることを期待し

ておきたいと思います。さっき法人の話も出ま

したが、私は農業という面からしか分からんと

ころがあるんです。農業法人で、一生懸命経営

されて頑張ってもらっているんですが、外国人

の技能実習生です、その人たちを雇用というこ

とはここで言うといかんとかしれませんが、現

実には雇用をされて経営されているんですよね。

そこでされている雇用は、外国人の実習生は最

低賃金ですよ。１円も変わらないように最低の

金額で雇用されているんですよね。そういうこ

とが出来なくなった場合は、特にコロナでいろ

いろありますが、海外もどんどん成長していけ

ば、やはり最低賃金で人がそうやすやすとは来

ない時代も来ると思うんですよ。だから、私は、

今やっている法人の方も果たして将来どうなる

んだろうかなと。最低賃金で雇わないと経営出

来んような法人じゃいかがなもんかなと思って

いるんですよ。だから、その辺のことも、今ちゃ

んと現実を捉えて指導していって対策も打って

いかないかん時代が来るんじゃなかろうかなと

思うんですが、何かそういうことでコメントあ

りませんか。

○戸髙農業担い手対策室長 今現在、宮崎県に
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は農業の外国人材というのが700名ほどいらっ

しゃいます。言われたとおり外国人の賃金とい

うのは最低賃金なんですが、農家さんの支出と

しては、管理団体に支払ったり滞在費というこ

とで、やはり時給的には1,200円から1,400円程

度というふうに言われております。ただ、外国

人の場合は、安定して３年程度こちらで働いて

いただけるというところが魅力というふうに聞

いております。

今回はコロナでなかなか来れない状況がござ

いまして、国内の雇用者も農業をしたいという

方はいらっしゃるというふうな形で、この前の

説明会でも多くの方が関心を寄せていらっしゃ

いましたので、そういう方々と農業現場を結び

つけるような、そういった施策もしっかりやり

ながら、国内の雇用人材というところも確保し

ていきたいというふうに考えております。

○佐藤副委員長 先ほど私が質問した部分で、

井本委員が誤解されているといけませんので

言っときますが、何も個人の田んぼの出入り口

を国のお金でやれ、県のお金でやれって言っと

るわけじゃないです。人材の確保の話をしよる

のに、そこで事故が起きる、安全対策が取られ

てない、そういう危ない仕事を後継者にさせる

ということはできないので、出入り口の改善等

をですね─やはり先祖からの田んぼはなかな

かいじらないわけで、田舎の人たちは、昔の人

がしよったのだからお前もできるじゃろと。ま

た子供にもできるじゃろうということでさせる

んじゃなくて、危なくないような形の指導等を

するべきだという話ですので、お金が出るなら

いいでしょうけれども。しかし、農家の人たち

も中山間地を守るために全部国のお金、県のお

金でやっとるわけじゃないんです。人材を出し、

そのうちコンクリート代の２分の１をもらうと

か、その部分でやっとるというのを井本委員は

知らんといかんから言っておきますけれども、

そういう形でやっぱり支えていかんと田舎とい

うのは守れんということだと思います。どうぞ

よろしくお願いします。

○満行委員長 よろしいでしょうか。すみませ

ん、委員協議が残っているのでこれで終わりた

いと思うんですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、これで終わりたいと

思います。執行部の皆さん、退席いただきます。

ありがとうございました。

午前11時33分休憩

午前11時35分再開

○満行委員長 よろしいでしょうか。それでは、

委員会を再開いたします。

それでは、協議に入ります。

まず、協議事項（１）の提言についてであり

ます。

県内調査も終了しましたので、これからは、

年度末の報告書の作成に向けて、県当局や国に

対し、どのような提言や働きかけができるかを

整理する必要がございます。

これまでの委員会活動の経過につきましては、

配付しておりますＡ３版の資料を御覧ください。

これを踏まえて、報告書に盛り込む提言等に

ついて、御意見をいただきたいと思いますが、

多くの調査を実施しましたので、資料をお持ち

帰りの上、ゆっくり見ていただき、次回の委員

会で、皆さんから御意見を出していただきたい

と思いますが、そのように進めてよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのようにさせてい
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ただきます。

正副委員長で、報告書骨子（案）を作成し、

次回の委員会で提案したいと考えておりますが、

次回の委員会までに御意見等がありましたら、

随時、正副委員長にお申し出くださいますよう

によろしくお願いいたします。

次に、協議事項（２）の次回委員会について

であります。次回委員会は、１月22日金曜日に

開催を予定しております。

次回の委員会では、報告書に向けた検討を行

います。これに加えて、御希望があれば執行部

から説明を受けることもできますが、次回の委

員会の内容について、御意見はございませんで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 特にないようですので、次回の

委員会の内容につきましては、正副委員長に御

一任をいただきたいと存じますがよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきます。

最後に、協議事項（３）のその他で、委員の

皆様から何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 なければ、以上で本日の委員会

を閉会いたします。御苦労さまでした。

午前11時38分閉会
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